
　現在ご使用の保険証の有効期限が平成 23 年 7 月 31 日を
もって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きま
したら、お持ちの保険証を破棄し、新しいものをご使用く
ださい。

　医療機関での窓口負担の割合は、前年の所得により１割（一般）と３割（現役並み所得者）
に分かれます。

後期高齢者医療被保険者証
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０１２３４５６７

平成２５年　７月３１日

広域市連合町１丁目

広域　太郎

昭和　７年　７月　７日

男

平成２０年　４月　１日

平成２３年　７月　１日

平成２０年　４月　１日

１割

『一般の方』 『現役並み所得者の方』

　「現役並み所得者」とは、所得の基準で①を超える場合をいいます。

☆ただし、収入の額が②のいずれかの金額未満の場合は、市町村窓口へ申請し認定を受けると、
　原則申請の翌月１日から１割負担になります。

　災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、医療機
関へのお支払いが困難な方については、一時的・臨時的に窓口負担の減免を受けられる場合が
あります。

住民税課税所得

【当該被保険者の収入額】

【当該被保険者及び同一世帯に属する 70 歳～ 74 歳の方の合計収入額】

【同一世帯の被保険者の合計収入額】


